


- 8 -

事務局：資料４で説明（利用者アンケート・利用実態調査・広報の予定 。）

・広報方法として、ちらし、市の広報紙、ＨＰなどを利用して行い、各コミュニティに

もチラシ配布などをお願いする予定です。

委員：試験運行時のアンケート調査の対象者は。

事務局：バスを利用された人で、満足度等について調査したい。バスを利用されない人

については、事前アンケートで把握する予定。

会長：老人クラブの協力を得て、75歳ぐらいの免許を持たない女性等をターゲットにし

て、坂が多い地形で「バスが安全な乗り物」など広報戦略が必要ではないか。広報の厚

みをもたせられるアイデアが必要と思う。

委員：阪急バスとしても、今回の試験運行に協力したい。

会長：現時点での事務局案は。

事務局：市内の路線バスの運行現状は、阪急バスだけとなっている。既存バス停の共用

や車両の問題など、今後とも阪急バスと協議していきたい。

委員：車イス利用者は人数が少ないが、対応がないとバス利用が見込めない。１度運行

してしまうと車両変更は難しいのでは。今回のバスは、元気な老人が対象のように感じ

た。車いすは対象外になりがちだと思う。

会長：

・福祉的な交通を考えないといけない。NPOの移送サービスなど、コミュニティバスだ

けじゃなく考える必要があるし、今後そのような提案をしていくことが大切。

・コミュニティバスは小型の為、車いす対応は遅れている。バスの中でサポートする人

を作るなどの仕組みが大切。コミュニティバスの利用方法を広げていくことが必要。

事務局：誰もが利用できるようなバス運行を考えていきたい。車イス対応できる車両を

検討する。また、サポートの仕組みなど、地域で盛り上げていけるようなことも考えて

いきたい。

（６） 今後の進め方について【資料4】

事務局：資料4の説明

委員：ルート部会の今後の日程は。内容は。

事務局：日程の調整中。アクセス部となるグリーンハイツも含め調整をお願いしたい。

委員：地元説明会はするのか。

事務局：地元説明会は、現段階では考えていない。ルート部会に地域の代表者に参加し

ていただき、ルート案等を地域に持ち帰っていただき検討をしていただきたい。

（７） その他
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委員：第2回目の会議開催予定は。

事務局：

・次回の全体会議は、改めて、日程調整をしたい。部会は７月中に実施したいので、こ

の後、日程の確認をお願いしたい。

・広域的な立場からサポートするためのオブザーバーとしての参画意向が、兵庫県交通

政策課からある。参加についてこの会議でお諮りいただきたい。

会長：県下での取り組み事例も含めて色々な情報を持っているので、参画をお願いした

いと思う。

全員：異議無し

事務局：日程調整については、昼間など幅広い時間帯で調整をしたい。

６．閉会



平成２０年度 川西市地域公共交通会議（第１回）会議次第

日時：平成２０年７月１６日（水）
午後６時３０分～

場所：川西市役所 ４階 庁議室

１ 開 会

２ 委嘱状交付

３ 市長あいさつ

４ 委員自己紹介

５ 議 事

（１）川西市地域公共交通会議について【資料１】

（２）会長及び副会長の選任について

（３）部会の設置及び部会長の選任について

（４）川西市地域公共交通会議会議公開制度運用要綱について【資料２】

（５）川西市コミュニティバスの試験運行について【資料３】

（６）今後の進め方について【資料４】

（７）その他

６ 閉 会
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(3) 会議次第

(4) 傍聴の可否予定及び傍聴を認めない場合又はその一部を認めない場合にあってはそ

の理由

(5) 傍聴定員（予定）

(6) 事務局（担当課）

３ 特に必要と認めるときは、開催日時等の市広報紙への掲載を市長に依頼するものとす

る。

４ 傍聴の可否については会長が事務局と事前に協議して決定する。

５ 開催日時のお知らせは、会議の開催日の概ね１週間前までに事務局、市政情報コーナ

ー及び市ホームページで閲覧の用に供するよう努めるものとする。また、内容に変更が

あったときも同様とする。

（会議の傍聴をすることができる者）

第５条 何人も会議の傍聴をすることができる。

（会議の傍聴）

第６条 会議は、原則として傍聴を認めるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、会議の議題が、川西市情報公開条例（平成４年川西市条例

第８号）第７条第１項各号に規定する非公開情報に該当すると認めるときは、会議の傍

聴を認めないものとする。

３ 傍聴人の定員は、１０人とする。ただし、必要と認めるときは、これを変更すること

ができる。

４ 傍聴の受付は、会場で会議開催の概ね３０分前から先着順に行う。ただし、受付開始

時に定員を超える希望者があるときは、抽選等により傍聴人を決定するものとする。

５ 審議会等の会議公開に係る傍聴要領は、会場の見やすい場所に掲示するなど傍聴人へ

の周知を図り、傍聴人はこれを遵守しなければならない。

６ 会議の傍聴を認める場合においては、傍聴人に会議の議題を記載した会議次第を配布

するものとする。

７ その他、会議の傍聴に関し、必要な事項は別に定めるものとする。

（会議録の公開等）

第７条 会議の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した会議録（様式第３号）を作

成するものとする。

(1) 会議名（審議会等名）

(2) 事務局（担当課）

資料２
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資料２

(3) 開催日時及び開催場所

(4) 出席者

(5) 傍聴の可否及び傍聴を認めなかった場合又はその一部を認めなかった場合にあって

はその理由

(6) 傍聴者数

(7) 会議次第及び会議結果

(8) 審議経過（主な発言要旨等）

２ 第１項の規定により作成した会議録は、会議録に係る会議の開催日以後１箇月以内に

会長の承認を得るものとする。ただし、特別の事情があると認めるときはこの限りでな

い。

３ 第２項の承認を得た会議録については、速やかに市政情報公開コーナー及び市ホーム

ページにおいて、公開を行うものとする。

４ 川西市情報公開条例第７条第１項各号に規定する非公開情報に該当すると認めるとき

は、第１項第８号の審議経過の全部を公開せず、又はその一部を公開しないことができ

る。

５ 会議録の公開は、情報提供として、第１項の会議録を閲覧に供することにより行うも

のとする。

６ 事務局が必要と認めるときは、会議結果の市広報紙への掲載を市長に依頼する等、会

議結果の公表に努めるものとする。

付 則

１ この要綱は、平成２０年７月１６日から施行し、同日以後に開催する会議について

適用する。
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資料２

様式第１号 審議会等の設置状況

項 目 内 容

①審議会等の名称 川西市地域公共交通会議

②事務局（担当課） 企画財政部政策推進室政策課 内線（２１１１)

③設置の根拠 道路運送法

川西市地域公共交通会議規則

④設置年月日 平成 ２０ 年 ５ 月 １ 日

⑤担当事務 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金

等に関する事項等の協議

⑥委員数 １５人（男１３人、女２人）

⑦委員の任期 平成２０年７月１６日から平成２２年７月１５日まで

⑧委員の構成 選出基準 一般旅客自動車運送事業者及びその関係団体の職員、市民又は（ ）

利用者の代表、国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部の職員、

兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所の職員、兵庫県川西警察署

の職員、川西市の職員、市長が交通会議の運営上必要と認める

者

⑨協議事項等 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金

等に関する事項等

川西市地域公共交通会議 運行ルート等検討部会⑩部会等の名称及び役割

審議会が付託する道路運送法に基づく申請内容の事前審査と審

議会の円滑な運営のための個別事項の検討及び審査結果等の審

議会への報告

⑪委員名簿 別紙のとおり
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資料２

（平成20年7月16日現在）
（五十音順、敬称略）

氏名 役職名 備考（選出区分等）

1 伊木
い き

　常雄
つ ね お 阪急タクシー株式会社　常務取締役営業部長（川西地区タ

クシー協議会）

一般旅客自動車運送事
業者及びその関係団体
の職員

2 角田
か く だ

　幸雄
ゆ き お

川西市企画財政部長 川西市の職員

3 北川　博巳
き た が わ ひ ろ し

兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所　主任研究員兼課長
必要と認める者
（学識経験者）

4 小泉
こいずみ

　泰造
たいぞう

特定非営利活動法人　さわやか北摂　事務局長 市民又は利用者の代表

5 下
しも

堂
どう

　秋生
あ き お

阪急バス労働組合副委員長
一般旅客自動車運送事
業者及びその関係団体
の職員

6 田中
た な か

　清
きよし

能勢電鉄株式会社　鉄道事業部運輸営業グループ課長
必要と認める者
（旅客鉄道事業者）

7 田中
た な か

　仁
ひとし

川西市老人クラブ連合会常任理事 市民又は利用者の代表

8 中西
なかにし

　勉
つとむ

川西市土木部長 川西市の職員

9 中村
なかむら

　清秀
きよひで

川西市コミュニティ協議会連合会会長 市民又は利用者の代表

10 西山
にしやま

　哲
あきら

阪急バス株式会社　自動車事業部長
一般旅客自動車運送事
業者及びその関係団体
の職員

11 林
はやし

　健児
け ん じ 兵庫県阪神北県民局県土整備部宝塚土木事務所主幹（企画

調整担当）
兵庫県阪神北県民局宝
塚土木事務所の職員

12 松坂
まつざか

　久美子
く み こ

川西市障害者団体連合会会長 市民又は利用者の代表

13 山下
やました

　隆
たかし

兵庫県川西警察署交通第一課長
兵庫県川西警察署の職
員

14 山本
やまもと

　久美子
く み こ

川西市ボランティア連絡協議会副会長 市民又は利用者の代表

15 吉村
よしむら

　靖弘
やすひろ

国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部首席運輸企画専門官
国土交通省神戸運輸監
理部兵庫陸運部の職員

川 西 市 地 域 公 共 交 通 会 議 委 員 名 簿



- 6 -

資料２

様式第２号 会議開催のお知らせ

会 議 名

（審議会等名）

開催日時

開催場所

会議次第

傍聴の可否予定は可・不可・一部不可です 傍聴者定員

※議題により変更になる場合があります （予定）

傍聴不可・一部

不可の場合は、

その理由

事務局（担当課）
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資料２

様式第３号 会 議 録

会 議 名

事務局（担当課）

開催日時

開催場所

委 員

出

席 その他

者

事務局

傍聴の可否 可 ・ 不可 ・ 一部不可 傍聴者数

傍聴不可・一部

不可の場合は、

その理由

会議次第

会議結果
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資料２

審 議 経 過 No.
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資料２

川西市地域公共交通会議の会議公開に係る傍聴要領

（趣旨）

第１条 この要領は、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

（傍聴手続）

第２条 会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴人」という ）は、傍聴人名簿に氏名、。

住所及び電話番号を記入し、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。

（傍聴できない人）

第３条 次の各号のいずれかに該当するものは、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険な者を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定める者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物を

持っている者

（傍聴人の守るべき事項）

第４条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 静粛を旨とし、審議会における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否

を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑いしその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、たすきの類をする等示威的な行為をしないこと。

(4) 飲食をしないこと。

(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、審議会の秩序を乱し、又は妨害となるような行為はし

ないこと。

（撮影、録音等の禁止）

第５条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に

審議会の許可を得た者はこの限りでない。

（傍聴人の退場）

第６条 傍聴人は、傍聴を認めない旨の決定がなされたときは、速やかに退場しなければ

ならない。
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資料２

（係員の指示）

第７条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

（違反に対する措置）

第８条 傍聴人がこの要領に違反するときは、審議会の会長はこれを制止し、その命令に

従わないときは、これを退場させることできる。

付 則

１ この要領は、平成２０年７月１６日から施行し、同日以後に開催する会議について

適用する。
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 1

１ 背景 
 

本市は、中・北部地域を中心に急な坂が多く、駅やバス停から離れたところまで住宅地が広

がっており、高齢化に伴い、ますますこうした地域のモビリティを確保するための交通手段が

求められています。さらに、東畦野地内に昭和 58 年に移転した市立川西病院へのアクセス交

通に対する市民要望は強く、積年の課題となっていました。 

そこで、平成 15 年 8 月に市民 3,000 人を対象としたアンケート調査を実施した結果、地域

内を循環するバスや、市内公共施設や病院を結ぶバスに対するニーズが高かったことから、平

成17年 2月に川西市におけるコミュニティバス実証実験の試みを検討するため、「コミュニテ

ィバス運行検討委員会」を設置し、住民、交通事業者、ボランティア団体、行政などがそれぞ

れの立場からの幅広い意見を集めて、路線、運賃、運行ダイヤなどについての協議を行いまし

た。 

この検討委員会においては、平成18年 3月まで計5回の委員会が開催されましたが、「本格

運行の事業主体や採算性の不確実さ、各地区の意向などを考慮すると、本格運行をめざした実

証実験を実施するのは、早計であると判断できる。」とし「川西市では高齢者や障害者などい

わゆる交通弱者の病院などへのアクセスについて、コミュニティバスにこだわらない他の手段

で検討されていくことを強く望む。」との総括が行われ、委員会は終了しました。 

しかし、その後も市民からの要望は強く、平成 18 年度に設置された「市立川西病院医療経

営懇話会」の提言においても市立川西病院へのアクセス確保が盛り込まれました。 

そこで、本市では、市立川西病院へのアクセス手段の確保を目的としたコミュニティバスの

試験運行をめざし、その計画策定や各種調査等を行うものです。 

なお、試験運行対象地域は、平成 15 年 8 月の市民アンケートで、市立川西病院へのバス運

行が行われた場合に利用意向の高かった、清和台地区（利用意向 清和台南70%、清和台55%）、

明峰地区(51%)、けやき坂地区（48％）とすることとしました。 

 

 

２ 試験運行の概要 

 

○ 試験運行主体： 川西市 

○ 試験運行期間： けやき坂・清和台地区 平成 20 年 10 月頃～平成 21 年 3 月 

明峰地区           平成 21 年 4 月頃～平成 21 年 9 月 
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３ 試験運行ルート素案 

(１) けやき坂・清和台コースのルート素案 
 
今年度、試験運行を予定する「けやき坂・清和台コース」のルート素案について検討する。 
けやき坂・清和台コースのコミュニティバス試験運行のルート設定の考え方については次

のとおり。 

 
・ 清和台地区及びけやき坂地区周辺と、市立川西病院とを結ぶルートとする。 
・ 利便性が良くなるよう、アクセス部は、往復経路として、需要部は周回経路とし、１周

を 1 時間程度以内、主要な片道乗車が 40 分以内とする。 
・ 買い物施設（西友等）への利便性を考慮する。 
 
 
 

約 20 分 
 
 

約 20 分 
 
 
 

約 15 分 
 
 
 

図 1 運行ルート概要 
 
 
 

市立川西病院 

けやき坂地区 

清和台地区 

市立川西病院 
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(２) 運行ルート素案 
 
けやき坂・清和台コースのコミュニティバスの試験運行ルート図（素案）を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 ルート概要図 
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(３) 運行時刻表素案 
 
前述したルート（素案）での、時刻表（素案）を以下に示す。運行本数は、１日５本とし、

市立川西病院の診察開始時刻に始発の到着時間をあわせる。また、利用者が覚えやすいよう同

一バス停は、同一時間での運行時刻とする。なお、最終的な時刻表設定のためには、試験走行

し、設定する必要がある。 
表 3 けやき坂・清和台コースの時刻表（案） 
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(４) ルートの課題・調整事項 
 
ルートおよび時刻表設定に関する現状での課題は、以下の通りである。 
 
① ルートについて 
・ 道路状況によっては所要時間が１時間以上となる場合が想定される。 
・ 清和台地区の循環ルートは、住宅地内での新規ルートとなるため、交通安全に配慮

する必要がある 
 
② 新設バス停留所の位置 
・ けやき坂地区は既存の循環バスと逆廻りとなるため既設のバス停が利用出来ない。

沿道の土地利用が住居のため「バス停」の設置位置に住民との調整が必要である。 
・ また、清和台地区も沿道が住居のため「バス停」の設置位置に住民との調整が必要

である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 現地状況（左：けやき坂、右：清和台） 
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４ アンケート調査 

(１) 目的 

試験運行対象である２地区（けやき坂・清和台地区、湯山台地区）の住民を対象としたアンケート

調査を実施し、コミュニティバス導入に対するニーズや利用意向等を把握する。 

 

(２) 過去の意識調査の結果（参考） 

平成 15 年 8～9月に、16歳以上の川西市住民を対象に、「川西市における望ましいバス運行のあり

方」アンケートを実施している。調査方法は以下の通りである。 

 

○調査方法：3,000 人無作為抽出の郵送配布・郵送回収 

○回収数：1,503 票（回収率 50.1％） 

 

なお、主な調査結果は以下の通り（16小学校区での集計。下線は上位 3 位、二重線は 1 位）。 

 

○路線バスの利用状況 

・週に１回以上利用者の割合：市計 25%,けやき坂 54%, 清和台 57%, 清和台南 51%, 明峰 52% 

○路線バスを利用するときの主な目的 

・バス利用の主な目的（通院） ：市計 15%,けやき坂 10%, 清和台 17%, 清和台南 14%, 明峰 16% 

・バス利用の主な目的（買い物）：市計 29%,けやき坂 26%, 清和台 26%, 清和台南 23%, 明峰 26% 

・バス利用の主な目的（通勤） ：市計 24%,けやき坂 33%, 清和台 26%, 清和台南 35%, 明峰 27% 

○路線バスを利用しない（利用しなかった）理由 

・運賃が高い       ：市計 12%,けやき坂 13%, 清和台 16%, 清和台南 22%, 明峰 18% 

・運行時間・時間帯が悪い ：市計 16%,けやき坂 27%, 清和台 11%, 清和台南 6%, 明峰 18% 

・自家用車が便利     ：市計 29%,けやき坂 29%, 清和台 42%, 清和台南 40%, 明峰 29% 

・乗り心地が悪い     ：市計 1%,けやき坂 2%, 清和台 2%, 清和台南 1%, 明峰 2% 

・バス停が遠い      ：市計 10%,けやき坂 3%, 清和台 4%, 清和台南 12%, 明峰 8% 

・目的地へのバス路線がない：市計 16%,けやき坂 19%, 清和台 18%, 清和台南 13%, 明峰 12% 

○バスの利用者を増やすための施策（積極的に利用+今より利用） 

・ラッシュ時中心のバスの増発：市計 23%,けやき坂 40%, 清和台 23%, 清和台南 39%, 明峰 31% 

・バス停留所の整備     ：市計 29%,けやき坂 25%, 清和台 26%, 清和台南 52%, 明峰 38% 

・人や環境に優しいバスの導入：市計 31%,けやき坂 29%, 清和台 21%, 清和台南 45%, 明峰 39% 

・地域内を循環するバス   ：市計 44%,けやき坂 48%, 清和台 32%, 清和台南 47%, 明峰 44% 

・地域公共施設を巡回するバス：市計 48%,けやき坂 52%, 清和台 52%, 清和台南 59%, 明峰 50% 

・市立川西病院へのバス   ：市計 39%,けやき坂 48%, 清和台 55%, 清和台南 70%, 明峰 51% 

○市立川西病院への利用頻度及び交通手段 

・週に１回以上利用者の割合：市計 2%,けやき坂 0%, 清和台 6%, 清和台南 1%, 明峰 2% 

・バスの交通手段割合   ：市計 13%,けやき坂 21%, 清和台 13%, 清和台南 19%, 明峰 14% 

・自家用車の交通手段割合 ：市計 46%,けやき坂 63%, 清和台 63%, 清和台南 54%, 明峰 54% 
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(３) アンケート実施時期 

けやき坂・清和台地区は、今年度 10 月～3月の試験運行を予定していることから、7 月中のアンケ

ート配布を予定する。また、湯山台地区は、次年度 4 月～9 月の試験運行を予定していることから、

11 月頃のアンケート配布を予定する。 

以下は、近日中に実施するけやき坂・清和台地区のアンケート内容について記載する。 

 

(４) アンケート対象エリア 

けやき坂・清和台地区住民の主に市立川西病院へのアクセスを確保するバスであるため、計画ルー

トのうち需要が想定される地区での沿道住民を対象とする。 

アンケート対象エリアの一覧は以下の通りとする。 

 

表 ４-１ アンケート対象エリア人口（けやき坂・清和台地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町別人口集計表　平成20年5月末

小学校区・町名 世帯数 男 女 人口計

清和台地区 2,368 2,987 3,310 6,291

石道 146 217 233 446

虫生 X X X X

赤松 27 32 30 61

清和台東１丁目 417 489 558 1043

清和台東２丁目 772 989 1086 2080

清和台東３丁目 118 154 171 323

清和台西１丁目 480 583 654 1238

清和台西２丁目 408 523 578 1100

清和台南地区 2,911 3,782 4,116 7,895

柳谷 48 66 64 126

清和台東４丁目 1143 1559 1636 3200

清和台東５丁目 263 286 334 619

清和台西３丁目 469 567 634 1197

清和台西４丁目 525 713 786 1505

清和台西５丁目 459 582 654 1231

多田院 4 9 8 17

けやき坂地区 1,932 2,622 2,889 5,532

芋生 15 20 25 45

若宮 10 19 22 41

けやき坂１丁目 247 337 362 701

けやき坂２丁目 709 1003 1005 2008

けやき坂３丁目 507 673 774 1461

けやき坂４丁目 118 196 190 395

けやき坂５丁目 326 374 511 881
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※黄線がアンケート対象エリア 

図 ４-１ アンケート対象エリア位置図 
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(５) 調査方法 
配布年齢は、自らの意志で公共交通での移動を選択すると想定できる、16 才以上の住民とす

る。また、配布対象者は、住民基本台帳から性別・年齢別にランダムサンプリングで抽出し、個人

宛に郵送で配布するものとする。 
アンケートは、年齢別性別にサンプリングし、一般的な社会調査並みの精度をもたせた調査と

する。また、対象地区のすべての町丁目に、必ず１サンプル以上配布するものとする。 
なお、利用が多いと想定される高齢者からの意見集約を充実させるため、清和台及びけやき坂

地区の老人クラブにも協力をお願いし、配布する。 
 

表 ４-２ アンケート実施方法 

項目 アンケート調査概要 

□配布対象 けやき坂・清和台地区に居住する 16才以上の川西市民 

□調査期間 配布：平成 20年 7 月 28 日(月) 

回収締切：平成 20 年 8月 11 日（月）、集計・分析：平成 20 年 8月下旬 

□調査規模 けやき坂・清和台地区で母集団とし、回収率 40%とした場合（参考参照）、 

・必要サンプル数：271 部（≒300 部） 

・配布部数:750 部（＝300 部／40%）  

＋老人クラブ（清和台 40 部+けやき坂 60 部）

※住民基本台帳から年齢別性別にランダムサンプリングで抽出。また、対象地

区のすべての町丁目に、必ず１サンプル以上を配布。 
□配布・回収方法 個人宛に郵送配布・郵送回収 

（返送先：川西市 企画財政部 政策推進室 政策課） 

□同封物 A4 サイズ封筒、調査票（依頼文記載）、返信用定型封筒 

（封筒は、川西市封筒を使用） 

□実施主体 川西市 企画財政部 政策推進室 政策課 

 

＜参考＞ 必要サンプル数 ｎ＝(Ｋ／Ｅ)2×ｐ×(１－ｐ) 

ｐ＝回答比率 ｐ＝50%(最大誤差) 

Ｋ＝信頼係数(信頼度) 1.6448(90%) 

Ｅ＝許容ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ誤差 5% 

必要サンプル数 271 

調査結果の精度 
得られた調査結果が真の値(全数調査結果)の±5%にあ

る確率が 90%(100 回調査中 90 回) 

下表に示すように、年齢階級を 7階級で考え、各階級から均等に抽出を考えると、各層から男女計 100 票程度

抽出すれば、必要サンプル数を確保できる。 

表 ４-３ 年齢別性別サンプル抽出数 

 

 

 

 

 

 
男 女 計 男 女 計

15～25 20 20 40 50 50 100
25～35 20 20 40 50 50 100
35～45 20 20 40 50 50 100
45～55 20 20 40 50 50 100
55～65 20 20 40 50 50 100
65～75 20 20 40 50 50 100
75～ 20 20 40 50 50 100
計 140 140 280 350 350 700

*)回収率40%想定

必要抽出数*)必要サンプル数
年齢階級
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(６) アンケート項目 
アンケート項目は、回答者の普段の交通行動、コミュニティバス導入に対するニーズや利用意向、

試験運行計画に対する意見等を収集・分析する。 

 

表 ４-４ 全市アンケート調査項目 
 

設問項目 把握できること 

属性 ・性別 

・年齢 

・住所（町丁目・字名まで） 

・職業 

・自動車保有の有無 

・運転免許の保有の有無 

・身体的なディサビリティ（歩行可能距離、段差の昇降）

選択式

・ 

記述式

基本属性 

普段の交

通行動 

・市立川西病院への外出頻度と交通手段 

・よく行く買い物施設とその頻度と交通手段 

・よく行く川西市内の場所や施設とその頻度と交通手段

・よく利用する駅と利用頻度 

・よく利用するバス停と利用頻度 

選択式

・ 

記述式

普段の交通行動、

バス交通等の利用

状況 

コミュニ

ティバス

試験運行

計画につ

いて 

ルート図を示す 

・利用意向、利用しない理由 

・利用頻度 

・利用する曜日および時間帯 

・利用目的施設 

・希望する乗車時間、運行本数、運行時間帯（始発・終

発）、曜日、運賃、車両、その他 

選択式

・ 

記述式

試験運行計画内

容、需要 

コミュニ

ティバス

施策につ

いて 

・外出機会の増加 

・市の支出の許容範囲 

・住民としての協力意向 

選択式

・ 

記述式

施策展開 

自由意見 試験運行についての意見 記述式 自由意見の収集 
 
 
 



    

 

本市は、中・北部地域を中心に急な坂が多く、駅やバス停から離れたところまで住宅地が広が

っており、高齢化に伴い、ますますこうした地域での移動を確保するための公共交通が求められ

ています。さらに、東畦野地内に昭和 58 年に移転した市立川西病院へのアクセス交通に対する

市民の皆様からの要望は強く、積年の課題となっています。 

そこで本市では、けやき坂・清和台地区において、平成 20 年秋頃から約半年間限定でコミュニ

ティバスの試験運行を開始の予定です。 

これに先立ち、本アンケートは、けやき坂・清和台地区住民の皆様に、このコミュニティバスの

導入試験運行に対するさまざまなご意見をいただくためのものです。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解いただき、アンケート調

査にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

平成 20 年 7 月 

川西市長 

 
 

 

【ご記入にあたってのお願い】 

この調査にお答えいただく方は、けやき坂・清和台地区に在住する１６歳以上の方、

約７５０人を無作為に選んでいます。ご回答いただきました内容につきましては、秘密

を厳守し、個人の情報を公開することはありませんので、ありのままを記入してくださ

い。 

１ 回答は、できるだけあて名のご本人が記入してください。あて名のご本人が記

入できない場合は、ご家族の方がご本人の立場に立って記入してください。 

２ 回答に際しましては、選択肢の番号に○をつけるか、（ ）内にできるだけ具

体的に記入してください。 

３ 回答は平成 20 年 8 月 11 日（月）までに同封の返信用封筒に入れて、切手を貼

らずにそのままご投函くださいますようお願い申しあげます。 

 

 

 

この調査についてのお問い合わせ先 

  川西市 企画財政部 政策推進室 政策課 電話 ０７２－７４０－１１２０ まで

けやき坂・清和台地区における 

コミュニティバス導入についてのアンケート調査 
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◆◆◆◆◆◆◆◆コミュニティバスの試験運行についてお聞きします。 ◆◆◆◆◆◆◆ 

 

本市では、けやき坂・清和台地区において、下図

ルートで、平成 20 年秋頃から約半年間限定でコミ

ュニティバスの試験運行を開始の予定です。 

注）図のルートは決定ではありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問1 あなたは、このコミュニティバスを利用すると思いますか？（○は一つ） 

 

 
 

問３へ                       問２へ   

問2 問１で「利用しない」「わからない」とお答えされた方にお聞きします。その理由は？

（○は一つ） 

 

 
 
 
 
 
 

問６へ 

 

１ 利用すると思う   ２ 利用しないと思う     ３ わからない 

 

１ ルート沿道に外出する機会がない   ２ 今の路線バスで十分 

３ 自家用車やタクシーの方が便利    ４ 自転車やバイクの方が便利 

５ 身体的にバスを利用した外出が難しい ６ その他（          ）

○ルート：車両１台での運行 

市立川西病院 

↓約 20 分 

けやき坂地区（二丁目南）

↓約 20 分 

清和台地区（東三丁目） 

↓約 15 分 

市立川西病院 

○運賃   ：有料 
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問3 どのくらいの頻度で利用すると思いますか？（○は一つ） 

 

 

 

問５へ 

 
問4 問 3 で“1、２、３”と回答した「週１日以上」利用するとされた人にお聞きします。

あなたが、もし利用するとしたら、どの曜日のどの時間帯に利用すると思いますか？

（例にならって○をつけてください） 

記入欄 

  例）週 3 日利用の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問5 あなたは、どこに行くときに利用しようと思いますか？（○はいくつでも その他の

場合、施設や場所名・住所を具体に記入） 

 

 

 
 

問6  このコミュニティバスを利用する場合、あなたが望む運行条件についてお聞きします。 

（1） 目的地までのバスの片道乗車時間は何分まで？（○は１つ） 

 

 

 

（2） バスの運行本数は、何本（往復）以上？（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

１ ほぼ毎日     ２ 週 2～3 日程度   ３ 週 1 日程度   

４ 月１～２日程度  ５ 年に数回程度  

 

１ 市立川西病院     ２ 西友（緑台店）周辺 ３ 阪急オアシス周辺   

４ けやき坂コープ周辺  ５ その他（                 ）

時間帯 月 火  水  木 金  土  日

～7時

7～8時

8～9時

9～12時

12～15時

15～16時

16～17時

17時～

時間帯 月 火  水  木 金  土  日

～7時

7～8時 ○ ○
8～9時 ○

9～12時 ○ ○
12～15時

15～16時 ○
16～17時

17時～

 

１ 60 分まで     ２ 50 分まで     3 40 分まで   

４ 30 分まで     ５ 20 分まで     ６ 10 分まで   

 

１ 3 本まで      ２ ４本        3 ５本 

４ 6 本        ５ 7 本        ６ 8 本以上   
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（3） バスの運行時間帯は？  

a)始発（○は１つ） 

 

 

b)最終（○は１つ） 

 

 

（4） 運行して欲しい曜日は？（○はいくつでも） 

 

 

（5） 1 回のバス運賃は？（○は１つ） 

 

 

（6） 車両の大きさは？（○は１つ） 

 

 

 

（7） どのようなバスであってほしいですか？（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問7 このコミュニティバスが運行されると、あなたの外出する機会は増えると思います

か？（○は一つ） 

 

 
 

                

 

問8  このコミュニティバスが本格導入された場合、その運行経費の一部（赤字分）を市が

補助金として支出することが想定されます。あなたはどのくらいまでなら市が支出し

てもよいと思いますか？（○は 1 つ） 

 

 

 

 

１ 10 時台以降  ２ 9 時台  3 8 時台  ４ 7 時台  ５ 6 時台まで 

 

１ 3 時台まで   ２ 4 時台  3 5 時台  ４ 6 時台  ５ 7 時台以降 

 

１ 月曜  ２ 火曜  3 水曜  ４ 木曜  ５ 金曜  ６ 土曜  7 日曜  

 

１ 400 円まで  ２ 300 円まで  3 200 円まで  ４ 100 円まで   

 

１ ワゴンタイプ（10 人乗り程度）  ２ マイクロバスタイプ（25 人乗り程度）

３ バスタイプ（阪急バス程度）   ４ その他（             ）

 

１ 鉄道と乗り継ぎがしやすい   

２ 阪急バスと乗り継ぎがしやすい  

３ バスの乗り降りがしやすい   

４ 車いすで乗車できる 

５ Pitapa カードが利用できる  

６ バス車内で地域の情報が得られる 

７ その他（                            ） 

 

１ 増えると思う   ２ 変わらないと思う     ３ わからない 

 

１ 赤字分は、市が財政支出すべき 

２ 赤字分の半分程度は、市が財政支出すべき 

３ 財政支出すべきではない 
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問9  このコミュニティバスは、けやき坂・清和台地区をより便利な地域にするための交通

手段となります。コミュニティバスを本格導入し、継続的に運行ができるようにする

ために、あなたご自身が協力できることはありますか？（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 地域が便利になるので、運行のための負担金を支払っても良い     

２ 積極的にコミュニティバスに乗るようにしたい 

３ 友人・知人に乗るように働きかけたい 

４ コミュニティバスを活用したイベントなどを考えたい 

５ 特に何もできない 

６ その他（                            ） 
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◆◆◆◆◆◆◆◆ あなたのふだんの外出行動についておききします。 ◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 
 
問10 あなたはどのようなところによく外出しますか？ また、その施設にどのくらいの

頻度、交通手段で外出しますか？ 
 
（1） 「市立川西病院」 
 

a) 頻度（○は一つ）     b) 交通手段（○は一つ） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（2） 「買い物施設」 
 

a) もっともよく行く施設一つに○ 

 

 

 

b) 頻度（○は一つ）     c) 交通手段（○は一つ） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（3） 「その他に川西市内でよく行くところは」 
 

a) もっともよく行く場所や施設名一つに○、もしくは記入 
 
 
 
 
 
 
   
 

b) 頻度（○は一つ）     c) 交通手段（○は一つ） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

１ ほぼ毎日    

２ 週 2～3 日程度 

３ 週 1 日程度  

４ 月１～２日程度 

５ 年に数回程度  

６ ほとんどなし 

１ バス        ２ 鉄道 

３ 自家用車      ４ タクシー 

５ バイク       ６ 自転車 

７ 徒歩のみ      ８ バス ＋ 鉄道 

９ 自転車(バイク) ＋ 鉄道 

10 その他（             ） 

１ ほぼ毎日    

２ 週 2～3 日程度 

３ 週 1 日程度  

４ 月１～２日程度 

５ 年に数回程度  

１ バス        ２ 鉄道 

３ 自家用車      ４ タクシー 

５ バイク       ６ 自転車 

７ 徒歩のみ      ８ バス ＋ 鉄道 

９ 自転車(バイク) ＋ 鉄道 

10 その他（             ） 

 

１ 西友（緑台店）周辺 ２ 阪急オアシス周辺  ３ けやき坂コープ周辺 

４ イズミヤ（多田店） ５ ダイエー（多田店） 6 その他（       ）

１ ほぼ毎日    

２ 週 2～3 日程度 

３ 週 1 日程度  

４ 月１～２日程度 

５ 年に数回程度  

１ バス        ２ 鉄道 

３ 自家用車      ４ タクシー 

５ バイク       ６ 自転車 

７ 徒歩のみ      ８ バス ＋ 鉄道 

９ 自転車(バイク) ＋ 鉄道 

10 その他（             ） 

 

１ 川西能勢口駅・川西池田駅周辺  ２ 川西市役所   ３ 文化会館 

４ 山下駅周辺   ５ その他（                    ）
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問11 あなたが、もっとも利用する最寄りの駅、バス停は？ また、その利用頻度は？ 
 
（1） 駅 
 

a) もっとも利用する最寄り駅一つに○        b) 頻度（○は一つ） 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
（2） バス停 
 

a) もっとも利用するバス停一つに○         b) 頻度（○は一つ） 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆ あなたご自身のことについておうかがいします。◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

問12 性別は？（○は 1 つ） 
 
 

問13 ご住所は？（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 
 

問14 年齢は？（○は 1 つ） 
 
 
 
 
 
 
 

１ 平野駅  

２ 川西能勢口駅・川西池田駅 

３ その他（        ） 

４ 鉄道は利用しない 
 

１ ほぼ毎日    

２ 週 2～3 日程度 

３ 週 1 日程度  

４ 月１～２日程度 

５ 年に数回程度  

１ けやき坂一丁目   ２ けやき坂二丁目 

３ けやき坂二丁目南  ４ けやき坂三丁目 

５ けやき坂小学校前  ６ けやき坂四丁目 

７ けやき坂五丁目   ８ けやき坂口 

９ 清和台南      10 清和台四丁目 

11 清和台中央     12 清和台一丁目 

13 清和台営業所前   14 石道口 

15 移瀬        16 多田大橋 

17 その他（    ） 18 バスは利用しない 

１ ほぼ毎日    

２ 週 2～3 日程度 

３ 週 1 日程度  

４ 月１～２日程度 

５ 年に数回程度  

１ 男性        ２ 女性 

 

１石道      ２虫生      ３赤松       ４清和台東１丁目 

５清和台東２丁目 ６清和台東３丁目 ７清和台西１丁目  ８清和台西２丁目 

９柳谷      10 清和台東４丁目 11 清和台東５丁目 12 清和台西３丁目

13 清和台西４丁目 14 清和台西５丁目 15 多田院     16 芋生 

17 若宮      18 けやき坂１丁目 19 けやき坂２丁目 

20 けやき坂３丁目 21 けやき坂４丁目 22 けやき坂５丁目 

 
１ ～24 歳      ２ 25～34 歳   ３ 35～44 歳   ４ 45～54 歳    

５ 55～64 歳  ６ 65～74 歳   ７ 75 歳以上 
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問15 職業は？（○は 1 つ） 
 
   

 
 
 
 

問16 あなたのご家族は、自動車を保有していますか？（○は 1 つ） 
 
   
 
 
 
 

問17 あなたは、自動車運転免許証を保有していますか？（○は 1 つ） 
 
   

 

問18 あなたはどの程度の距離なら無理せずに歩けますか？（○は 1 つ） 
 
   

 

問19 あなたは無理せず段差の昇り降りができますか？（○は 1 つ） 
 
   

 

 

 

 

問20 けやき坂・清和台地区におけるコミュニティバス試験運行についてのご意見をご自

由にお書きください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最後までアンケート調査にご協力いただき、ありがとうございました。 
 

 
１ 常勤で就労   ２ 自営・自由業    ３ パート・非常勤   ４ 学生（高校生）

５ 学生（大学生以上）  ６ 家事専業    ７ 無職   ８ その他 

 
１ 保有している（自分で運転する） ２ 保有している（家族が運転する） 

３ 保有していない ４ その他（                 ） 
 

 
１ 保有している ２ 保有していない 

 

 
１ ほとんど歩けない  ２ 100m 程度  ３ 300m 程度 ４ 500m 程度以上 
 

 
１ 介護者がいても昇り降りができない  

２ 介護者に頼ってなら昇り降りができる   

３ 補助具（杖や手すりなど）を利用して、ひとりで昇り降りができる  

４ 補助具を利用せずに、ひとりで昇り降りができる 




